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貿易は環境破壊を促進するのか

東　田　啓　作

1．序

　ユ990年代に入ってから，環境問題は，局地的な問題としてではなく，地球全

体の問題として認識されるようになってきた。それとともに，取り上げられる

ようになってきた課題に，「貿易と環境」がある。環境破壊というbadsを考慮

に入れない場合，貿易を行うことはその国にとって利益をもたらす。貿易によっ

て，その国の厚生水準を上昇させることが可能となる。しかし，「生産活動に

よる環境破壊」というbadsを考慮に入れた場合には，貿易によって利益のみ

がもたらされるわけではなくなる。貿易を行うことによって，汚染を多く排出

する財の生産が増加するならば，gOOdSの貿易による利益によって正の効用を

獲得することができるが，汚染というbadsの増加による負の効用を同時に受

け取らなければならない。goOdSの増加は一国の厚生水準にとって望ましいも

のである一方，badsの増加は望ましくない。しかし，goodsのみを獲得して

badsを受け取らない，という選択はできない。どちらか一方を得るならば，

必ずもう一方をも得なければならない。

　このことより，貿易は環境破壊を促進するという主張がしばしば見受けられ

るようになってきた。貿易によって市場が拡大し，生産も増加するために，

badsも増加するという主張である。これほど極端ではないにしても，環境を

保護するために国際貿易を制限すべきであるという主張はよく聞くことができ

る。環境破壊というbadsは市場を介さない取引であり，明確な契約が存在し

ない。i外部性と呼ばれるものである。ゆえに，市場の価格調整機能は，外部

取引においては働かない。この外部取引について規制を行わないことは環境破

壊を促進する。（Ward（1994））



112 一橋研究　第22巻第ユ号

一方で，貿易を行うことで発展途上国の経済発展を促進した方が，汚染の排出

量を制限することができるという考え方も存在する。（Cope1and　and　Tay1or

1994）リカード・サミュエルソンモデルを基礎として考える。すべての財は，

労働のみによって生産されるが，同時に汚染が排出される。一単位あたりの生

産に必要な労働投入量と，汚染排出量の比率が各財によって異なる。高い環境

税率を課す国は，汚染の排出が相対的に少ない財の生産に特化し，逆に低い環

境税率を課す国は汚染の排出が相対的に多い財に特化する。低い環境税率を課

している国の経済が成長すると，汚染排出量が相対的に少ない財の生産をも行

うようになる。高い環境税率を課している国はさらに汚染の排出量が少ない財

の生産に特化していく。南北間題に置き換えるならば，南の経済成長は汚染の

排出を抑制する効果を持つのである。

　本論文においては，貿易は環境破壊を促進するのかという問題をもう一度検

討する。特に，Markusen（1975a），Markusen（1875b），及びBhaguwati

（1996）を下に議論を進めていく。次の第二節においては，議論の土台となる

基本的な状況設定を述べる。第三節においては，それぞれの政府が，その国の

みの厚生の最大化を目的とした場合の環境税と貿易政策について述べる。また，

第四節においては，世界全体の厚生を最大にするような，環境税と貿易政策に

ついて述べる。その上で，第五節において，貿易が環境破壊を促進するのかど

うかを議論する。第六節では，結論を述べることとする。

2．基本的な枠組み

　本節においては，議論の土台となる状況設定を行う。部分均衡分析を用いる

が，常に一般均衡分析を行っているMarkusen（1975a），及びMarkusen

（1975b）との比較を行っていく。

　世界には，自国（H国）と外国（F国）の二国が存在するものとする。以下自国

における消費と生産及び政府の描写を行うが，外国においても同様のことが成

り立つものとする。ただし，外国の変数は＊をつけて表す。自国には，財の消

費，及び汚染に対して，等しい選好を持った個人が多数存在する。自国の個人

と外国の個人の間で，選好が異なっていても構わない。」個人の効用は，加法

分離型の効用関数

　σ＝dz＋“（dx）一θP（X＋X‡）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
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によって表されるものとする。d・，及びムはそれぞれ価値基準財の消費量，

及びκ財の消費量を表す・またP（・）は財の生産による汚染の排出量を表し，

θP（・）はその汚染から得る負の効用を貨幣価値で表したものである。自国の

消費者は外国の生産によって排出される汚染からも負の効用を受ける。これは

越境汚染を考えているためである。廿財の消費する時点において直面する価格

をア。とすると，これを所与として効用が最大となるように消費を決定する。こ

れより，逆需要関数

　乃＝パ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
が得られる。

　一方，労働とκ産業における特殊生産要素とから財κが生産される。規模に

関して収穫一定の技術の下で生産されるが，特殊生産要素の量は固定されてい

る。労働はすべての個人が等しい量を所有しているが，特殊生産要素に関して

はこの必要はない。血労働に対する報酬は，一単位あたりの労働にっき1とす

る。一方特殊生産要素に対する報酬全体nは，

　n＝H（P士）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

で表され乱P比は，生産者が直面する価格とす孔この財を生産する企業は

多数存在し，完全競争の状態にある。ゆえに，売り上げから得られた収入は，

すべて生産要素に分配され，超過利潤は存在しない。供給関数は，

　X（P。）＝r（Px）　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

で表すことができる。iv図1のSは供給曲線であり，斜線部分は，特殊生産

要素に対する報酬の全体を表す。ある価格P且における供給量は，r（P。）で表

される。

　また，財一単位の生産から，Pの汚染が排出されるものとする。

　政府の用いる政策は，汚染の排出に対する課税亡と，貿易政策rとの二つを考

える。V一単位あたりの汚染の排出量を一定と考えているため，汚染の排出に

対する課税は，生産に対する課税と同じ意味を持つ。この課税は，直接汚染の

取引を市場に内部化するためのものである。以下では，環境税と呼ぶ。また，

貿易政策τは，輸出，及び輸入に賦課される従量税，一単位あたりの輸出・輸

入補助金を考える。輸入の場合，一この値が正ならば関税，負ならば輸入補助金

となる。輸出の場合，この値が正ならば輸出補助金，負ならば輸出税を意味す

る。Vi貿易政策は，直接汚染の取引を内部化するものではない。しかし，もし
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貿易が環境破壊を促進するならば，環境破壊を食い止めるために，原因となっ

ている貿易を抑制する手段は有効なはずである。

　政府が二種類の税を用いるため，一物一価の法則より，

　Pd＝Px＋亡＝φ十τ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

が成り立つ。政府が得る税収をとすると，

　γ＝τ（♂一X）十亡X　　　　d＝Σdx　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

と表すことができる。負の環境税，つまり環境補助金は考えないため，右辺第

二項は必ず正の値をとる。しかし，右辺第一項は負の値をとりうるため，全体

が負の値になる状況も考えられる。γが正の値をとった場合には，その税収は

すべての国民に平等に分配されるものとする。γが負の値をとった場合には，

それと等しい額を一括税によって国民から徴収するものと考える。

　両国は貿易を行っているが，両国全体の消費量と，両国全体の供給量は一致

しなければならず，

　M＋M＊＝O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　M＝a－X　　　M＊＝a＊一X＊

が成立していなければならない。これと（5）式より，

坐＝■X　　　坐＝一M’　　　　　　　（8）
　∂左　M’十M”　　　∂τ　M’十M＊’

が得られる。

　一国全体の社会厚生wは，生産要素に対する報酬，消費から得られる効用，

汚染の排出から得る負の効用，及び税収の合言十で表される。

・一川十プ・Σ／仏（洲））一（州）肌・1）一昨・炉）／（・）

3．一国のみの社会厚生の最大化

　本節においては，前節において定義した状況に基づいて，一国の政府が，そ

の国のみの社会厚生の最大化を目的とした場合の，環境税と貿易政策を求める。

それぞれの政府は，貿易相手国の環境税と貿易政策の水準を所与として行動す

る。分析は主に自国の場合について行うが，外国についても同様の議論が成り

立つ。

まず最初に，自国政府が，環境税と貿易政策を自由に決定できる状況を考える。
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この場合，政府は，tとγのそれぞれについて社会厚生の最大化を行う。ゆえ

に，最大化の一階の条件は，

牛（H）紫十〃（繁一！）・1／峠一X（普一1）／

　　　一θ小（繁一・）・炉繁／一。

紫一（・一・）繁W（紫・・）・1（・一X）（繁・1）

　　　一1中（筈十・）・炉苦／一・

3＝Σa工 θ＝Σθ

（10）

で表される。この二つの条件式より，

　　　　　　　　　　　M＊　θPX”
　　f一θP　τ一アM・・　　　　　　（11）
という，環境税と貿易政策の水準を得ることができる。

第一に，環境税についてであるが，これは，一単位の生産によって排出される

汚染によって，自国の国民が被る負の効用分に等しい。第二に，貿易政策につ

いてである。（1ユ）式の貿易政策に関する式における右辺第一項は，φと書き直

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε
すことができる。εは，外国の輸入需要，あるいは輸出供給の，世界価格弾力

性を表す。これは，Harry．G．Jhonson（1954）が提示した均衡と等しいものであ

り，外部性が存在しない状況における，大国の最適な貿易政策の水準である。

自国が輸入国の場合には正の値をとり，輸出国の場合には負の値をとる。右辺

第二項は，自国の貿易政策が，外国の生産によって排出される汚染量に与える

効果を表している。これは必ず正の値をとる。今彼に自国が輸入国であるとす

ると，外部性が存在しない状況における関税率よりも，さらに高い関税率が課

されることになる。この結果は，Markusen（1975a）の二節において示されて

いる結論と同様のものである。

　次に，政府が貿易政策を用いることができない状況における，環境税の水準

を考え乱現在のWTOルールの下では，その国の国内において汚染が発生す

るのでない限り，環境破壊を理由に貿易政策を用いることが困難である。この

点は，特に環境保護を第一の目標とする人や組織からの批判の的となっている。
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ゆえに，貿易政策を採ることができない状況において，環境税率がどう変化

するかを見ておかなければならない。

　政府が用いることのできる政策は，環境税だけとなるため，最大化の一階の

条件は，

∂緊一（・一∂）昔・〃（繁一・）一1中（晋一1）・r喋／一・（1・）

と表される。これは，

　　　　　　1
　1一♂。a・LX・・1一”・舳’・州　　　　　　（13）

と書き直すことができる。これも，Markusen（1975a）の第五節におけるもの

と同様の結果である。

右辺第二項の　θP（a’十a＊’）　は，貿易政策を採ることが可能であった場合
　　　　　　　∂’十a＊’一x＊’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一M＊に比べて，小さい値となっている。右辺第一項の　　　　　　　　　は，自国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a’十a＊’一x＊’

が輸入国である場合に負の値をとり，自国が輸出国である場合には正の値をと

る。したがって，自国が輸人国の場合には，貿易政策を用いることができた場

合と比較して，確実に環境税率は下がるが，輸出国の場合には，高い環境税率

が実現される可能性もある。

4．世界全体の厚生の最大化

　前節までは，一国の政府がその国のみの社会厚生の最大化を目的としている

状況を考えていた。本節においては，世界全体の社会厚生を最大にするような，

環境税と貿易政策の水準とを考える。世界全体の厚生を，

〃＝〃十（11）附　　　　　　　　　　　　（14）
とおく。Markusen（1975b）においては，世界全体の厚生を，両国の厚生の和

と考えている。しかし，ここではBhaguwati（1996）に基づき，一定のウェイト

をつけたものを世界全体の厚生と考える。世界全体の厚生を最大化するための

一階の条件は，

∂わ　祭一・　　　　　　　（1・）
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骨一・裟一・　　　　　　　（1・）
で表すことができる。これらより，

　1－P（αθ十（ユ■α）θ＊）オ1－P（・θ十（し一α）θ＊）、、一、・、・　（1・）

　　　　　　　α　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

が得られる。環境税は，財一単位の生産から排出される汚染によって，両国の

国民が被る負の効用の合計に，ウェイトを考慮に入れたものとなっている。一

方，貿易政策は，明確な値は得られないが，γ＝ヅ＝Oであれば，条件を満た

すことになる。これらの結果は，一般均衡分析におけるBhaguwati（1996）と

同様のものである。しかし，注意しておかなければならないのは，自由貿易は

十分条件でしかないことである。必要条件ではない。輸入国側が極めて高い関

税率を賦課した場合であっても，輸出国側がそれに応じて，高い補助金を拠出

すれば，世界厚生の最大化は達成されることになる。ただし，高い関税率と多

額の補助金は，輸入国に利益をもたらすが，輸出国には厚生の損失をもたらす

ことになる。この点は，一般均衡分析においては，分かりにくくなっている。

　また，一般均衡分析においては，消費者の目から見た場合の相対価格が両国

で等しくなっていなければならない。しかし，（／7）式の貿易政策に関する式か

ら明らかなように，γ＝γ申＝Oでない限り，それぞれの財の価格は両国で異な

ることになる。関税が存在する場合には，世界厚生の最大化を達成するために

は，輸出国側の補助金が必要となることが分か乱

5．比較分析

　まず，貿易の存在自体が，環境破壊を促進するのかどうかを見ていくことに

する。そのためには，貿易が存在しない状況における，環境税の水準を考えな

ければならない。前節までと同様に，世界には自国（H国）と外国（F国）の

二国が存在するが，両国の間には貿易が存在しないものとする。三節と同様に，

自国が自国のみの社会厚生を最大にすることを目的とした場合，その最大化の

一階の条件は，（王2）式と同じものとなる。ただし，X＝d，

∂φ＿
万一0が成り立っために・

　　　∂w　　　一＝一ま）（’十θPX’＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（王8）

　　　∂彦
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と，書き直すことができる。したがって，環境税率は，f＝θPとなる。この

税率は，貿易が行われている状況で，政府が貿易政策を自由に用いることがで

きる場合の税率と全く等しい。ゆえに，貿易が行われることによって自国が輸

入国になるならば，貿易が全く存在しない状況におけるよりも，貿易が行われ，

しかも貿易政策をとることができない状況における方が，環境税率は低くなる。

しかし，輸出国になるならば，自由貿易下における方が，自給自足下における

よりも，環境税率が高くなる場合もある”こなる。世界全体の生産量に関し

ていえば，貿易が行われている方が多いとは，一般的には言えない。それぞれ

の国の，需要曲駄及び供給曲線の傾きに依存して決まってくる。一国の政府

が，その国の社会厚生のみの最大化を目的としている場合，貿易が環境破壊を

促進するということは，一般的に成り立つものではない。

次に，貿易が存在しない状況で，四節同様，世界全体の厚生を最大にするよう

に政府が行動した場合を考えてみ乱この場合の最大化の一階の条件は，（15）

式と等しい。

ただしX一ム晋一・が成立している。この条件より，

μ（αθ十α‡θ＊）　左・一P（αθtα｝θ＊）　　　　（1・）
　　　　　α　　　　　　　　　　　　　　　　α

が得られる。この環境税率は，四節で求めた税率と全く等しい。つまり，貿易

が存在しようと，していまいと，世界全体の厚生を最大にする環境税の税率は

全く等しい。貿易が行われていない状況と，自由貿易が実現している場合とを

比較して，どちらが世界全体の生産量が多いかについては，一般的な法則はな

い。図2の（a）は，自由貿易下における方が世界全体の生産量が多い状況を

表し，図2の（b）は，自給自足下における方が世界全体の生産量が多い状況

を表している。世界全体の厚生を最大にするような環境税率が実現されていれ

ば，自由貿易下における方が，自給自足下におけるよりも汚染排出量が少なく

なる状況も考えられるのである。少なくとも，貿易が環境破壊を促進するとい

うことは，一般的には成り立たない。

　次に，一国の政府が，その国のみの社会厚生の最大化を目的としている状況

において，貿易政策を認めないことは，環境破壊を促進するかどうかという間

いに答えなければならない。
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　貿易政策を自由に採れる状況においては，環境税の税率はθPとなる。一方

貿易政策を自由に揺れない状況においては，

　　　　　　　　　　　1環境税の税率は　〆十a．LX。。｛一M＃十θP（〆十3＊’）｝

となる。輸入国においては，貿易政策が揺れない状況における方が，確実に環

境税率は低くなる。輸出国においては，貿易政策が揺れない場合における方が，

環境税率が低くなる場合もあれば，高くなる場合もある。世界全体の生産量は，

貿易政策を認めない場合の方が多くなる可能性が高い。ゆえに，環境破壊が促

進される可能性が高い。

しかし，注意しなければならない点がある。たとえ，貿易政策を採ることがで

きる状況においても，それぞれの政府がそれぞれの国の厚生の最大化を目的と

している限り，環境税率はθPにすぎず，生産に付随して発生する世界全体の

負の効用P（θ十θヰ）よりも低い値しかとりえないのである。環境税率を引き

上げるためには，貿易が犠牲にされなければならず，効率的な生産が行われな

くなる。消費から得られる効用か，よい環境から得られる効用のどちらかが，

犠牲にされなければならないのである。

6．結論

　一国の政府が，その国の社会厚生のみの最大化を目的としている場合には，

消費から得られる効用と，よい環境から得られる効用とは，トレード・オフの

関係にあった。ここから，環境破壊を食い止めるためには，貿易を抑制しなけ

ればならないという議論が出てくる。しかし，環境税率を（19）式のように設定

することができれば，消費から得られる効用の損失を最低限に抑えることがで

きる。環境破壊を阻止するためには貿易を抑制しなければならないという命題

は，成立しないのである。

　前節までの状況においては，貿易が行われていることが環境破壊の原因なの

ではなく，環境政策についての合意ができていないことが環境破壊の原因なの

である。実際，合意ができた環境，及び資源保護に関する条約については，W

TOも認めており，それに関する貿易制限は認めている。

　ここまでは，大国に関してめみ議論を進めてきたが，小国を仮定するならば，

議論は極めて単純なものとなる。どのような場合においても，最適な貿易政策
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がOとなるからである。貿易が行われていようと，行われていまいと，自国の

みの厚生の最大化を目的としている場合の環境税率はとなり，世界全体の厚生

を最大にするための環境税率は（19）式で表される。viiこの場合においても，

貿易が環境破壊を促進するのではなく，一国のみの厚生の最大化を目的として

いることが環境破壊を促進する。

　ここまでは，自国における一単位の生産から排出される汚染量と，外国にお

けるそれとが等しいものとして議論を進めてきた。しかし，現実には各国にお

いて一単位の生産から排出される汚染量は等しくない。また，完全な越境汚染

を仮定して議論を進めてきた。自国の汚染は浄化されることなく，外国に達す

るという状況か，あるいは世界全体の共有財産が破壊される状況を考えていた。

これは，極端な状況設定である。さらには，農業においては，その生産活動の

存在自体が環境破壊を阻止する役割を持っているといわれる。このような産業

においては，生産量がある水準以下に落ち込むと，環境破壊が加速されること

が考えられる。貿易政策によって，環境破壊を食い止めることが常に不可能な

わけではない。特に，環境に関する条約の締結に時間がかかるため，それまで

の暫定的な措置として，貿易政策を認めようとする主張には説得力がある。し

かし，貿易を抑制するための貿易政策は，世界全体の環境破壊を抑制する特効

薬ではない。貿易政策が環境破壊を抑制するということは，一般的には成立し

ない。また，貿易が環境破壊を促進することも，一般的には成立しないのであ

る。
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i　現在のような，大量生産，大量消費のシステムにおいては，市場を介する

　　取引においても明確な契約が存在するかどうかは疑わしい。

ii　この設定では，自国の生産によって排出される汚染と，外国の生産によっ

　　て排出される汚染とから等しい負の効用を受ける。汚染が国境を越えるの

　　には時間がかかり，その問にある程度は浄化されることが考えられる。し

　　かし，本論文における議論の本質ではないため，それらの事実に関しては

　　今後の課題としておく。

批　ある産業に特殊な生産要素，例えば資本などは，少数の個人によって所

　　有されていると考えた方が自然である。

iv　生産についての状況設定は，Grossman　and　HoIpman（1994）に基づい

　　ている。

V　情報が完全ならば，汚染の取引を内部化するために，消費に対する課税も

　　選択肢として考えられるが，ここでは扱わない。

対　輸出税は現実的には考えがたく，非合法化されている国もある。この部分

　　に関しては一般性を失わないために，輸出税を排除しない。

凶　汚染の排出に関しても小国と考え，世界全体の汚染排出量に影響を与えな

　　いと考えるならば，環境税を採る必要はなくなる。


